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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取り、原稿の画像データを生成する画像読取部と、
　前記原稿のサイズを取得する原稿サイズ取得部と、
　前記原稿サイズ取得部によって取得された前記原稿のサイズと同等のサイズを有する頁
枠を設定し、この設定された頁枠を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象とし
ての前記画像データとを含んだ、ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生
成する画像ファイル生成部と、
　を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記原稿サイズ取得部は、原稿のサイズを検知するセンサを含むことを特徴とする請求
項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記画像ファイル生成部は、指定された枠消サイズに基づいて、前記頁枠内における前
記画像データの配置位置を指定するコマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像
ファイルを生成することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記画像ファイル生成部は、前記画像読取部の読取不可能領域サイズを取得し、この読
取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する
コマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像ファイルを生成することを特徴とす
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る請求項１～３の何れか一項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記画像読取の読取不可能領域サイズが予め記憶された読取不可能領域サイズ記憶部を
備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記読取不可能領域サイズ記憶部から前記読取不可能領域
サイズを取得することを特徴とする請求項４に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記画像ファイル生成部は、前記画像サイズと前記原稿のサイズとの差分値に基づいて
取得された前記読取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配
置位置を指定する前記コマンドを生成することを特徴とする請求項４に記載の画像読取装
置。
【請求項７】
　前記画像ファイル生成部は、前記枠消サイズ及び前記読取不可能領域サイズのうち大き
いサイズのものに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する前記
コマンドを生成することを特徴とする請求項４又は５に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記画像ファイル生成部は、指定された変倍率に基づいて変更された原稿のサイズと同
等のサイズを有する頁枠を設定し、この頁枠を示すコマンドと前記変倍率に応じて生成さ
れた前記頁枠内に配置される描画対象としての画像データとを含む、ＰＤＦ形式に係るフ
ォーマット仕様の画像ファイルを生成することを特徴とする請求項１～７の何れか一項に
記載の画像読取装置。
【請求項９】
　原稿のサイズ別毎に、前記倍率値と当該倍率値に対応する原稿サイズとを対応付けた変
倍テーブルを記憶する変倍テーブル記憶部を備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記変倍テーブルに基づいて、前記原稿のサイズを変更す
ることを特徴とする請求項８に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　原稿を読み取り、画像データを生成する画像読取部と、
　定型紙サイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠を示すコマンドと当該頁枠内
に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、ＰＤＦ形式に係るフォーマッ
ト仕様の画像ファイルを生成する画像ファイル生成部と、
　を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１１】
　前記定型紙サイズを取得する原稿サイズ取得部を有し、
　前記画像ファイル生成部は、前記原稿サイズ取得部が取得した定型紙サイズに基づいて
前記頁枠を設定することを特徴とする請求項１０に記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記原稿サイズ取得部は、原稿の定型紙サイズを検知するセンサを含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　前記画像ファイル生成部は、指定された枠消サイズに基づいて、前記頁枠内における前
記画像データの配置位置を指定するコマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像
ファイルを生成することを特徴とする請求項１０～１２の何れか一項に記載の画像読取装
置。
【請求項１４】
　前記画像ファイル生成部は、前記画像読取部の読取不可能領域サイズを取得し、この読
取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する
コマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像ファイルを生成することを特徴とす
る請求項１０～１３の何れか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１５】
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　前記画像読取の読取不可能領域サイズが予め記憶された読取不可能領域サイズ記憶部を
備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記読取不可能領域サイズ記憶部から前記読取不可能領域
サイズを取得することを特徴とする請求項１４に記載の画像読取装置。
【請求項１６】
　前記画像ファイル生成部は、前記画像サイズと前記定型紙サイズとの差分値に基づいて
取得された前記読取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配
置位置を指定する前記コマンドを生成することを特徴とする請求項１４に記載の画像読取
装置。
【請求項１７】
　前記画像ファイル生成部は、前記枠消サイズ及び前記読取不可能領域サイズのうち大き
いサイズのものに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する前記
コマンドを生成することを特徴とする請求項１４又は１５に記載の画像読取装置。
【請求項１８】
　前記画像ファイル生成部は、指定された変倍率に基づいて変更された定型紙サイズと同
等のサイズを有する頁枠を設定し、この頁枠を示すコマンドと前記変倍率に応じて生成さ
れた前記頁枠内に配置される描画対象としての画像データとを含む、ＰＤＦ形式に係るフ
ォーマット仕様の画像ファイルを生成することを特徴とする請求項１０～１７の何れか一
項に記載の画像読取装置。
【請求項１９】
　原稿のサイズ別毎に、前記倍率値と当該倍率値に対応する原稿サイズとを対応付けた変
倍テーブルを記憶する変倍テーブル記憶部を備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記変倍テーブルに基づいて、前記原稿のサイズを変更す
ることを特徴とする請求項１８に記載の画像読取装置。
【請求項２０】
　コンピュータに、
　画像読取部から画像データを取得する機能と、
　原稿のサイズを取得する機能と、
　取得した前記原稿のサイズと同等のサイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠
を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、
ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生成する機能と、
　を実現させるプログラム。
【請求項２１】
　コンピュータに、
　画像読取部から画像データを取得する機能と、
　定型紙サイズを取得する機能と、
　取得した前記定型紙サイズと同等のサイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠
を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、
ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生成する機能と、
　を実現させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、画像読取装置は、複写機、スキャナ、ファクシミリなどの多くの画像処理装
置に組み込まれて使用されている。このような画像読取装置では、機械的構成上の制約や
各部品の組立寸法誤差等の理由により、読み取り対象となる原稿の辺縁が読み取れないこ
とがあり（以下、この読み取り不可能な領域を読取不可能領域という）、この場合、本来
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の原稿サイズとは異なったサイズの画像データが生成されてしまう。この場合、原稿がＡ
４サイズ等の定型サイズであったとしても生成される画像データはＡ４サイズより小さい
不定形サイズとなってしまい、例えば後段における印刷処理において適合する印刷用紙サ
イズがないために印刷エラーが生じることがある。
【０００３】
　そのため、従来、読み取った画像データの画像サイズを元原稿と同じサイズで生成する
技術や、読み取った画像データの画像サイズを元原稿と同じサイズとなるよう拡大等の画
像処理を施す技術が提案されている。また、フラットベッド型の画像読取装置において、
読取範囲を補正するための補正係数を用いて、読取結果を正確な尺度で出力することを図
った画像読取装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平８－２７４９７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、読み取った画像データの画像サイズは元原稿の原稿サイズよりも小さく
なるため、上述した画像データの原稿サイズを元原稿と同じサイズで生成する処理では、
処理に大きなサイズのメモリを要し、また処理に時間が掛かるといった問題がある。また
、画像データを原稿サイズに合わせて拡大する処理では、生成後の画像データの大きさを
元原稿と同等にできない。また、これらの処理にあっては、読み取った画像データに対し
、画像データの追加、拡大等の画像処理を施すため、生成される画像データのデータ量が
増大する。
　また、特許文献１に記載の画像読取装置では、読み取った画像データと元原稿との関係
は考慮されていないため、生成後の画像データのサイズを元原稿のサイズと同等とするこ
とができず、また、生成後の画像データの配置位置を元原稿と同等とすることができない
。
【０００５】
　本発明の課題は、原稿の読み取りにより生成される画像データを、元原稿と同じサイズ
及び／又は同じ配置位置で出力することが可能な画像読取装置及びプログラムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　原稿を読み取り、原稿の画像データを生成する画像読取部と、
　前記原稿のサイズを取得する原稿サイズ取得部と、
　前記原稿サイズ取得部によって取得された前記原稿のサイズと同等のサイズを有する頁
枠を設定し、この設定された頁枠を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象とし
ての前記画像データとを含んだ、ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生
成する画像ファイル生成部と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　更に、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記原稿サイズ取得部は、原稿のサイズを検知するセンサを含むことを特徴とする。
【０００８】
　更に、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、指定された枠消サイズに基づいて、前記頁枠内における前
記画像データの配置位置を指定するコマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像
ファイルを生成することを特徴とする。
【０００９】
　更に、請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、前記画像読取部の読取不可能領域サイズを取得し、この読
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取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する
コマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像ファイルを生成することを特徴とす
る。
【００１０】
　更に、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、
　前記画像読取の読取不可能領域サイズが予め記憶された読取不可能領域サイズ記憶部を
備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記読取不可能領域サイズ記憶部から前記読取不可能領域
サイズを取得することを特徴とする。
【００１１】
　更に、請求項６に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、前記画像サイズと前記原稿のサイズとの差分値に基づいて
取得された前記読取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配
置位置を指定する前記コマンドを生成することを特徴とする。
【００１２】
　更に、請求項７に記載の発明は、請求項４又は５に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、前記枠消サイズ及び前記読取不可能領域サイズのうち大き
いサイズのものに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する前記
コマンドを生成することを特徴とする。
【００１３】
　更に、請求項８に記載の発明は、請求項１～７の何れか一項に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、指定された変倍率に基づいて変更された原稿のサイズと同
等のサイズを有する頁枠を設定し、この頁枠を示すコマンドと前記変倍率に応じて生成さ
れた前記頁枠内に配置される描画対象としての画像データとを含む、ＰＤＦ形式に係るフ
ォーマット仕様の画像ファイルを生成することを特徴とする。
【００１４】
　更に、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の発明において、
　原稿のサイズ別毎に、前記倍率値と当該倍率値に対応する原稿サイズとを対応付けた変
倍テーブルを記憶する変倍テーブル記憶部を備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記変倍テーブルに基づいて、前記原稿のサイズを変更す
ることを特徴とする。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、請求項１０の画像読取装置は、
　原稿を読み取り、画像データを生成する画像読取部と、
　定型紙サイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠を示すコマンドと当該頁枠内
に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、ＰＤＦ形式に係るフォーマッ
ト仕様の画像ファイルを生成する画像ファイル生成部と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　更に、請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載の発明において、
　前記定型紙サイズを取得する原稿サイズ取得部を有し、
　前記画像ファイル生成部は、前記原稿サイズ取得部が取得した定型紙サイズに基づいて
前記頁枠を設定することを特徴とする。
【００１８】
　更に、請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の発明において、
　前記原稿サイズ取得部は、原稿の定型紙サイズを検知するセンサを含むことを特徴とす
る。
【００１９】
　更に、請求項１３に記載の発明は、請求項１０～１２の何れか一項に記載の発明におい
て、
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　前記画像ファイル生成部は、指定された枠消サイズに基づいて、前記頁枠内における前
記画像データの配置位置を指定するコマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像
ファイルを生成することを特徴とする。
【００２０】
　更に、請求項１４に記載の発明は、請求項１０～１３の何れか一項に記載の発明におい
て、
　前記画像ファイル生成部は、前記画像読取部の読取不可能領域サイズを取得し、この読
取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する
コマンドを生成し、当該コマンドを更に含む前記画像ファイルを生成することを特徴とす
る。
【００２１】
　更に、請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の発明において、
　前記画像読取の読取不可能領域サイズが予め記憶された読取不可能領域サイズ記憶部を
備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記読取不可能領域サイズ記憶部から前記読取不可能領域
サイズを取得することを特徴とする。
【００２２】
　更に、請求項１６に記載の発明は、請求項１４に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、前記画像サイズと前記定型紙サイズとの差分値に基づいて
取得された前記読取不可能領域サイズに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配
置位置を指定する前記コマンドを生成することを特徴とする。
【００２３】
　更に、請求項１７に記載の発明は、請求項１４又は１５に記載の発明において、
　前記画像ファイル生成部は、前記枠消サイズ及び前記読取不可能領域サイズのうち大き
いサイズのものに基づいて前記頁枠内における前記画像データの配置位置を指定する前記
コマンドを生成することを特徴とする。
【００２４】
　更に、請求項１８に記載の発明は、請求項１０～１７の何れか一項に記載の発明におい
て、
　前記画像ファイル生成部は、指定された変倍率に基づいて変更された定型紙サイズと同
等のサイズを有する頁枠を設定し、この頁枠を示すコマンドと前記変倍率に応じて生成さ
れた前記頁枠内に配置される描画対象としての画像データとを含む、ＰＤＦ形式に係るフ
ォーマット仕様の画像ファイルを生成することを特徴とする。
【００２５】
　更に、請求項１９に記載の発明は、請求項１８に記載の発明において、
　原稿のサイズ別毎に、前記倍率値と当該倍率値に対応する原稿サイズとを対応付けた変
倍テーブルを記憶する変倍テーブル記憶部を備え、
　前記画像ファイル生成部は、前記変倍テーブルに基づいて、前記原稿のサイズを変更す
ることを特徴とする。
【００２７】
　また、上記課題を解決するために、請求項２０の発明は、
　コンピュータに、
　画像読取部から画像データを取得する機能と、
　原稿のサイズを取得する機能と、
　取得した前記原稿のサイズと同等のサイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠
を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、
ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生成する機能と、
　を実現させる。
【００２８】
　また、上記課題を解決するために、請求項２１の発明は、
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　コンピュータに、
　画像読取部から画像データを取得する機能と、
　定型紙サイズを取得する機能と、
　取得した前記定型紙サイズと同等のサイズを有する頁枠を設定し、この設定された頁枠
を示すコマンドと当該頁枠内に配置される描画対象としての前記画像データとを含んだ、
ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様の画像ファイルを生成する機能と、
　を実現させる。
【発明の効果】
【００２９】
　請求項１の発明によれば、画像ファイルに原稿のサイズと同等のサイズを有する頁枠を
示すコマンドを含ませているため、画像読取部によって生成された画像データのサイズが
原稿のサイズより小さい場合でも、原稿と同じサイズで出力することができる。
【００３０】
　請求項２の発明によれば、センサから原稿のサイズを取得できるため、使用者は原稿の
サイズを意識することなく画像読取装置を使用することができる。
【００３１】
　請求項３の発明によれば、枠消サイズを考慮して画像データが配置されるため、原稿中
の画像の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００３２】
　請求項４の発明によれば、読取不可能領域サイズを考慮して画像データが配置されるた
め、原稿中の画像の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００３３】
　請求項５の発明によれば、読取不可能領域サイズが予め記憶されているため、記憶部か
ら読取不可能領域サイズを読み出すといった単純な処理を経ることにより、原稿中の画像
の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００３４】
　請求項６の発明によれば、画像サイズと原稿サイズとの差分を演算するといった単純な
処理を経ることにより、原稿中の画像の配置と一致した画像ファイルを生成することがで
きる。
【００３５】
　請求項７の発明によれば、枠消しサイズ及び読取不可能領域サイズのうち、実際に画像
の配置に影響を与えるサイズを考慮して画像データが配置されるため、原稿中の画像の配
置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００３６】
　請求項８の発明によれば、変倍設定して原稿を読み取った場合においても、変倍後の原
稿サイズと同じサイズで出力することができる。
【００３７】
　請求項９の発明によれば、変倍テーブルを参照するといった単純な処理を経ることで、
変倍設定がなされている場合でも変倍後の原稿と同じサイズで出力することができる。
【００３９】
　請求項１０の発明によれば、生成される画像データのサイズが不定形サイズの場合でも
、画像ファイル自体には定型紙サイズと同等のサイズを有する頁枠を示すコマンドを含ま
せることができる。
【００４０】
　請求項１１の発明によれば、取得部で取得された定型紙サイズに基づいた情報を含ませ
ることができる。
【００４１】
　請求項１２の発明によれば、センサから定型紙サイズを取得できるため、使用者は原稿
のサイズを意識することなく画像読取装置を使用することができる。
【００４２】
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　請求項１３の発明によれば、枠消サイズを考慮して画像データが配置されるため、原稿
中の画像の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００４３】
　請求項１４の発明によれば、読取不可能領域サイズを考慮して画像データが配置される
ため、原稿中の画像の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００４４】
　請求項１５の発明によれば、読取不可能領域サイズが予め記憶されているため、記憶部
から読取不可能領域サイズを読み出すといった単純な処理を経ることにより、原稿中の画
像の配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００４５】
　請求項１６の発明によれば、画像サイズと定型紙サイズとの差分を演算するといった単
純な処理を経ることにより、原稿中の画像の配置と一致した画像ファイルを生成すること
ができる。
【００４６】
　請求項１７の発明によれば、枠消しサイズ及び読取不可能領域サイズのうち、実際に画
像の配置に影響を与えるサイズを考慮して画像データが配置されるため、原稿中の画像の
配置と一致した画像ファイルを生成することができる。
【００４７】
　請求項１８の発明によれば、変倍設定して原稿を読み取った場合においても、変倍後の
定型紙サイズと同じサイズで出力することができる。
【００４８】
　請求項１９の発明によれば、変倍テーブルを参照するといった単純な処理を経ることで
、変倍設定がなされている場合でも変倍後の定型紙サイズで出力することができる。
【００５０】
　請求項２０の発明によれば、画像ファイルに原稿のサイズと同等のサイズを有する頁枠
を示すコマンドを含ませているため、画像読取部によって生成された画像データのサイズ
が原稿のサイズより小さい場合でも、原稿と同じサイズで出力することができる。
【００５１】
　請求項２１の発明によれば、生成される画像データのサイズが不定形サイズの場合でも
、画像ファイル自体には定型紙サイズと同等のサイズを有する頁枠を示すコマンドを含ま
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。た
だし、発明の範囲は図示例に限定されないものとする。
【００５３】
＜第１の実施形態＞
　図１に第１の実施形態における画像形成装置１００の構成を模式的に示す。この画像形
成装置１００は、例えば、複写機、プリンタ、ファクシミリ及びこれらの諸機能を有する
複合機等であって、電子写真方式により記録用紙Ｐに画像の形成を行う。
【００５４】
　図１に示すように、画像形成装置１００は、原稿搬送部１、画像読取部２、画像形成部
３、用紙供給部４、搬送部５等を備えて構成される。
【００５５】
　原稿搬送部１は、原稿給紙台１１、原稿検知センサ１２、原稿搬送機構（図示略）等を
有し、原稿給紙台１１に載置された原稿Ｏを原稿搬送機構により一枚ずつ画像読取部２に
搬送する。原稿検知センサ１２は原稿の端部位置に基づいて、この原稿の原稿サイズ（例
えば、Ａ３形式、Ａ４形式、Ｂ４形式等）を検知し、その検知信号を後述するＣＰＵ６１
（図２参照）に出力する。
【００５６】
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　画像読取部２は、原稿搬送部１から搬送された原稿画像を有する原稿を載置する透明な
コンタクトガラス２１の下部にＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセンサ２２や
光源２３を備え、不図示のスキャナ制御部によりＣＣＤイメージセンサ２２等が駆動制御
されて、コンタクトガラス２１に載置された原稿Ｏの画像を読み取る。具体的には、原稿
Ｏを光源２３からの照明により走査し、その反射光をレンズ機構によってＣＣＤイメージ
センサ２２上に結像し、そしてＣＣＤイメージセンサ２２により受光量に応じて光電変換
することにより画像データを生成し、この画像データを後述するＣＰＵ６１（図２参照）
に出力する。
【００５７】
　ここで、画像読取部２に読み取られる画像としては、図形画像や写真画像に限らず、文
字や記号等のテキスト画像等も含まれる。なお、ユーザは、原稿搬送部１から原稿Ｏを給
紙する他、コンタクトガラス２１に原稿Ｏを直接載置することとしてもよい。
【００５８】
　画像形成部３は、回転可能に設けられた感光ドラム３１の周囲に、レジストローラ３２
、帯電部３３、ＬＤユニット３４、現像部３５、転写部３６、定着部３７、クリーニング
部３８等を備えている。
【００５９】
　レジストローラ３２は、不図示の駆動部により回転制御され、搬送部５により搬送され
る記録用紙Ｐを感光ドラム３１に搬送するとともに、副走査方向のすべりや紙曲がりを補
正する。
【００６０】
　帯電部３３は、感光ドラム３１表面に対してコロナ放電を行い、感光ドラム３１表面を
一様に帯電させる。
【００６１】
　また、帯電部３３より感光ドラム３１の回転方向下流側には、該感光ドラム３１の主走
査方向にＬＤ（Laser Diode）光源を備えたＬＤユニット３４が設けられており、ＬＤユ
ニット３４は、感光ドラム３１表面に対して、画像信号に基づいた像露光を行うことによ
り、露光した部分の感光ドラム３１の表面の電荷を減衰、消滅させて静電潜像を形成させ
る。なお、ＬＤユニット３４は、不図示の駆動回路を有しており、この駆動回路が後述す
るＣＰＵ６１（図２参照）により駆動制御されることで点灯／消灯を行う。
【００６２】
　現像部３５は、ＬＤユニット３４より感光ドラム３１の回転方向下流側に設けられてお
り、この現像部３５により、感光ドラム３１と同極に帯電したトナーが感光ドラム３１表
面の静電潜像に付着される。
【００６３】
　転写部３６は、現像部３５より感光ドラム３１の回転方向下流側に設けられており、こ
の転写部３６と感光ドラム３１との間には、記録用紙Ｐが搬送される搬送経路５０ｃが設
けられている。転写部３６は、記録用紙Ｐを感光ドラム３１に対して圧接させた状態で帯
電させることによりトナーを記録用紙Ｐに吸着させてトナー像を転写するとともに、帯電
した記録用紙Ｐを除電させることにより記録用紙Ｐを感光ドラム３１から分離させるよう
になっている。
【００６４】
　定着部３７は、転写部３６の記録用紙Ｐの搬送経路下流側に設けられており、この定着
部３７により、熱で溶融されたトナーが記録用紙Ｐに固定され、トナー像が記録用紙Ｐに
定着される。
【００６５】
　クリーニング部３８は、転写部３６より感光ドラム３１の回転方向下流側に設けられて
おり、感光ドラム３１の表面に圧接されて残留トナーを除去、清掃する。
【００６６】
　用紙供給部４は、記録用紙Ｐが収容又は載置される複数の給紙トレイ４１と手差しトレ
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イ４２とを備えている。給紙トレイ４１、手差しトレイ４２に収容又は載置された記録用
紙Ｐはそれぞれ搬送経路５０ａを介して画像形成部３に供給される。なお、図１には、２
つの給紙トレイ４１を画像形成部３の下方に上下に並べて配置したものを示したが、給紙
トレイ４１の数や配置はこれに限定されるものではない。また、手差しトレイ４２は、画
像形成装置１００の他側部に設けられており、同じく他側部に大容量の給紙トレイを設け
ることもできる。
【００６７】
　搬送部５は、搬送経路５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄ及び搬送ローラ（図示略）等を
備えている。記録用紙Ｐは、用紙供給部４から搬送経路５０ａ、５０ｂ、５０ｃに沿って
画像形成部３内の各部に搬送され、画像形成部３から搬送経路５０ｄに沿って画像が形成
された記録用紙Ｐが排紙トレイ４３に排出される。
【００６８】
　図２は、原稿搬送部１及び画像読取部２に係る制御系（以下、読取制御系６という）を
示す図である。同図において読取制御系６は、ＣＰＵ６１、操作部６２、表示部６３、Ｒ
ＯＭ６４、ＲＡＭ６５、記憶部６６、画像メモリ６７、ＰＤＦ生成部６８等を備えて構成
され、各部がバス６９を介して接続される。
【００６９】
　ＣＰＵ６１は、ＭＦＰ１００の各部を中央制御し、ＲＯＭ６４又は記憶部６６に記憶さ
れているシステムプログラム及び各種アプリケーションプログラムの中から指定されたプ
ログラムを読み出してＲＡＭ６５に展開し、ＲＡＭ６５に展開されたプログラムとの協働
により、各種処理を実行する。
【００７０】
　具体的に、ＣＰＵ６１は、画像読取部２により読み取られた画像データを画像メモリ６
７に記憶させるとともに、この画像データの画像サイズを取得する。
　また、ＣＰＵ６１は、記憶部６６に記憶された画像読取部２の読取不可能領域サイズを
取得する。
　また、ＣＰＵ６１は、ＰＤＦ生成部６８を制御することで、当該ＰＤＦ生成部６８にＰ
ＤＦファイルを生成させる。
　また、ＣＰＵ６１は、画像形成部３の各部を制御することで、画像メモリ６７に記憶さ
れたＰＤＦファイルを記録用紙Ｐに記録させる。
【００７１】
　操作部６２は、入力キー等を備え、ユーザから操作入力された情報を入力信号として受
け付け、その入力信号をＣＰＵ６１に出力する。表示部６３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal
 Display）等により構成され、ＣＰＵ６１からの表示信号に基づいて各種情報を表示する
。また、表示部６３は、操作部６２と一体的にタッチパネルを構成することとしてもよい
。
【００７２】
　具体的に、操作部６２は、所定の操作により、原稿Ｏ周囲の読み取りを無効とする枠消
サイズを指定することが可能となっており、ユーザから操作入力された枠消サイズをＣＰ
Ｕ６１に出力する。
　また、操作部６２は、所定の操作により、後述する用紙サイズ生成機能を有効とするか
否かを選択的に指定することが可能となっており、ユーザから操作入力された選択結果を
ＣＰＵ６１に出力する。なお、ＣＰＵ６１は、上記指定された設定値をＲＡＭ６５に一時
記憶させることで、後述する画像読取処理における処理条件を設定する。
【００７３】
　ＲＯＭ６４は、ＭＦＰ１００の動作に必要な各種プログラム及び当該プログラムの実行
に係るデータを格納する。ＲＡＭ６５は、ＣＰＵ６１によって実行される各種プログラム
をプログラム格納エリアに展開する。また、ＲＡＭ６５は、各種プログラムの実行時に生
じる処理結果等のデータをワークエリアに一時的に格納する。ここでプログラムは、コン
ピュータが読み取り可能なプログラムコードの形態で格納され、ＣＰＵ６１は、当該プロ
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グラムコードに従った動作を実行する。
【００７４】
　記憶部６６は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memor
y）等の不揮発性の半導体メモリにより構成され、画像読取部２の読取不可能領域サイズ
を示す読取不可能領域サイズ情報６６１を予め記憶する。
【００７５】
　画像メモリ６７は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等であって、画像読取部２に
よって読み取られた画像データを記憶する。また、ＰＤＦ生成部６８により生成されたＰ
ＤＦファイルを記憶する。なお、この画像メモリ６７に記憶された画像データ又はＰＤＦ
ファイルに基づいて、画像形成部３による画像形成処理が実行される。
【００７６】
　ＰＤＦ生成部６８は、例えば、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit
）等の論理回路であって、ＣＰＵ６１の制御の下、画像メモリ６７に記憶された画像デー
タに基づいて、ＰＤＦファイルを生成する。ここで、ＰＤＦファイルとは、ＰＤＦ形式に
係るフォーマット仕様で生成されたデータを意味する。なお、このＰＤＦ生成部６８の機
能を、ＣＰＵ６１と所定の記憶部６６に記憶された処理プログラムとの協働により実現さ
せることとしてもよい。
【００７７】
　以下、本実施形態における画像形成装置１００の動作について説明する。
　まず、図３を参照して、本実施形態に係る画像形成装置１００の原稿読取処理の手順を
説明する。なお、図３の各処理は、ＣＰＵ６１による制御の下、ＲＯＭ６４に記憶された
所定のプログラムとの協働により実行される処理を示している。また、本処理の前提とし
て、原稿給紙台１１に読取り対象となる原稿Ｏが載置されているものとする。
【００７８】
　まず、原稿Ｏの読取り開始に先立ち、操作部６２を介して枠消サイズが入力されたか否
かが判定される（ステップＳ１１）。ここで、枠消サイズが入力されていないと判定され
た場合には（ステップＳ１１；Ｎｏ）、枠消サイズ＝０がＲＡＭ６５に一時記憶され（ス
テップＳ１２）、ステップＳ１４へと移行する。また、枠消サイズが入力されたと判定さ
れた場合には（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、この入力された枠消サイズがＲＡＭ６５に一
時記憶され（ステップＳ１３）、ステップＳ１４へと移行する。
【００７９】
　次いで、操作部６２を介して入力される読取り開始を指示する操作信号に基づいて原稿
Ｏの画像の読み取りが開始され（ステップＳ１４）、原稿検知センサ１２により検知され
た原稿Ｏの原稿サイズが取得されると、この原稿サイズがＲＡＭ６５に一時記憶される（
ステップＳ１５）。さらに、不図示の原稿搬送機構により原稿Ｏが画像読取部２に搬送さ
れ、この画像読取部２により画像データが生成されると、この画像データが画像メモリ６
７に記憶される（ステップＳ１６）。
【００８０】
　続いて、画像メモリ６７に記憶された画像データの画像サイズが取得されて、ＲＡＭ６
５に一時記憶されるとともに（ステップＳ１７）、記憶部６６に記憶された読取不可能領
域サイズが取得され、ＲＡＭ６５に一時記憶される（ステップＳ１８）。そして、ステッ
プＳ１９のＰＤＦファイル生成処理へと移行する。
【００８１】
　以下、図４を参照して、ステップＳ１９のＰＤＦファイル生成処理を説明する。なお、
本処理は、ＣＰＵ６１による制御の下、ＰＤＦ生成部６８により実行される処理を示して
いる。
【００８２】
　まず、ユーザにより操作部６２を介して用紙サイズ生成機能が有効と設定されているか
否かが判定され、有効と設定されていると判定された場合には（ステップＳ１９１；Ｙｅ
ｓ）、ＲＡＭ６５に一時記憶された各生成パラメータ（枠消サイズ、原稿サイズ、画像サ
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イズ、読取不可能領域サイズ）が取得される（ステップＳ１９２）。そして、この原稿サ
イズと同等のページサイズが設定される（ステップＳ１９３）。なお、ここでページサイ
ズとは、ＰＤＦ生成部６８により生成されるＰＤＦファイルの頁枠サイズであって、印刷
の際の用紙サイズ、表示の際の表示領域サイズに対応する。
【００８３】
　次いで、読取不可能領域サイズ及び枠消サイズに基づいて、ページサイズ内の所定の位
置に、画像サイズと同等のサイズを有する画像描画領域が設定される（ステップＳ１９４
）。そして、この設定されたページサイズ及び画像描画領域に基づいて、当該画像描画領
域に画像データを配置したＰＤＦファイルが生成され（ステップＳ１９５）、図３のステ
ップＳ２０へと移行する。
【００８４】
　図３に戻り、ステップＳ２０では、ステップＳ１９で生成されたＰＤＦファイルが画像
メモリ６７に記憶され、本処理は終了する。なお、画像形成部３は、ＣＰＵ６１の制御の
下、この画像メモリ６７に記憶されたＰＤＦファイルの画像を記録用紙Ｐに印刷する際に
、上述したページサイズに対応する用紙サイズの記録用紙Ｐに対し、描画指示情報に基づ
いた位置で画像形成を行う。
【００８５】
　ここで、図５～図７を参照して、画像読取処理及びＰＤＦファイル生成処理（ステップ
Ｓ１９２～ステップＳ１９５）の動作について説明する。
　図５は、原稿Ｏにおける、読取不可能領域及び枠消領域の一例を示した図である。同図
において、Ｘ及びＹは、それぞれ原稿Ｏの横方向及び縦方向の原稿サイズを示しており、
上述した画像読取処理のステップＳ１５で取得される値である。
【００８６】
　また、領域Ｇは画像読取部２により読み取られる範囲、即ち、本画像読取部２により生
成される画像データを示しており、上述した画像読取処理のステップＳ１６において画像
メモリ６７に記憶される。
【００８７】
　さらに、同図において、画像データＧの画像サイズは、横方向にＧｘ、縦方向Ｇｙとな
っている。また、ｄｘ及びｄｙは、それぞれ横方向及び縦方向の読取不可能領域サイズを
示しており、Ｄｘ及びＤｙは、それぞれ横方向及び縦方向の枠消サイズを示している。こ
れらの生成パラメータは、上述した画像読取処理のステップＳ１３、ステップＳ１７、ス
テップＳ１８において取得される値である。
【００８８】
　図６は、ＰＤＦファイル生成処理により生成されたＰＤＦファイルの１ページコマンド
の一例を示す図である。なお、この１ページコマンドは、ＰＤＦファイルのデータ内にお
いてＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様で規定された所定の位置に記述されているものと
する。また、本実施形態では、ＰＤＦファイルの生成パラメータとして、原稿サイズがＡ
４形式とし、原稿Ｏの４辺における各読取不可能領域サイズｄｘ、ｄｙのそれぞれが１ｍ
ｍ、各枠消サイズＤｘ、Ｄｙのそれぞれが３ｍｍであるものとする。
【００８９】
　同図において、Ａ１で示した「／ＭｅｄｉａＢｏｘ」コマンドには、原稿サイズと同じ
Ａ４形式が７２ｄｐｉで換算された値で設定されている。即ち、この「／ＭｅｄｉａＢｏ
ｘ」コマンドは、ＰＤＦファイルのページサイズを意味しており、原稿サイズと同等のサ
イズがページサイズとして設定される。
【００９０】
　ここで、「／ＭｅｄｉａＢｏｘ」コマンドに設定された各値はページサイズの始端位置
と終端位置を示した値であって、最初の「０、０」が始端位置の横方向及び縦方向の大き
さを座標形式で示しており、「５９５．２７６、８４１．８９０」が終端位置の横方向及
び縦方向の大きさを座標形式で示している。この二つの端点を結んだ線分を対角線とする
矩形の領域が、ページサイズのＡ４形式と対応している。なお、始端位置と終端位置を構
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成する各値の単位はｄｏｔ／ｉｎｃｈとなっている。
【００９１】
　また、Ａ２で示した「／Ｗｉｄｔｈ」及び「／Ｈｅｉｇｈｔ」コマンドには、それぞれ
画像サイズＧｘ＝４８００及びＧｙ＝６８４８が設定されており、この「／Ｗｉｄｔｈ」
及び「／Ｈｅｉｇｈｔ」コマンドに基づいて、画像データが描画される。なお、各値の単
位はｄｏｔ（Ｐｉｘｅｌ）となっている。
【００９２】
　さらに、図６において、「ｑ」、「Ｑ」オペレータにて有効化されるＡ３の設定式には
、下記式１～６から導出されたｑ１～ｑ６の値が順次設定される。なお、式１～６におい
てＧｘ’、Ｇｙ’、Ｄｘ’、Ｄｙ’、ｄｘ’、ｄｙ’、Ｙ’は、上述したＧｘ、Ｇｙ、Ｄ
ｘ、Ｄｙ、ｄｘ、ｄｙ、Ｙの各値を７２ｄｐｉで換算した値を示している。
【００９３】
　ｑ１＝Ｇｘ’　　　（１）
　ｑ２＝０　　　（２）
　ｑ３＝０　　　（３）
　ｑ４＝Ｇｙ’　　　（４）
　ｑ５＝ｍａｘ（Ｄｘ’、ｄｘ’）　　　（５）
　ｑ６＝Ｙ’－（Ｇｙ’＋ｍａｘ（Ｄｙ’、ｄｙ’））　　　（６）
【００９４】
　設定式Ａ３に設定された各値のうち、最初の二つの値「ｑ１、ｑ２」＝「５７６．００
、０」は、画像描画領域の始端位置を座標形式で示している。また、次の二つの値「ｑ３
、ｑ４」＝「０、８２１．７６」は、画像描画領域の終端位置を座標形式で示している。
この二つの端点を結んだ線分を対角線とする矩形の画像描画領域が、画像サイズに対応し
ている。さらに、最後の二つの値「ｑ５、ｑ６」＝「８．５３、１１．６３」は、ページ
サイズ内における画像描画領域の描画開始位置が配置される位置を座標形式で示している
。なお、始端位置と終端位置を構成する各値の単位はｄｏｔ／ｉｎｃｈとなっている。
【００９５】
　図７は、図６で説明した１ページコマンドに基づいて、ＰＤＦ生成部６８により生成さ
れたＰＤＦファイルの一例を示す図である。なお、Ｄｘ’＞ｄｘ’及びＤｙ’＞ｄｙ’の
関係を有しているものとする。同図に示すように、ページサイズＰｘ、Ｐｙ内の（ｑ５、
ｑ６）＝（Ｄｘ’、Ｙ’－（Ｇｙ’＋Ｄｙ’）の位置を描画開始位置（図中、ＧＳ）とし
て、配置された画像描画領域（画像サイズ）Ｇｘ、Ｇｙ内に、画像データＧが配置される
ことになる。なお、図中ページサイズＰｘ、Ｐｙの左上を原点（０，０）としている。
【００９６】
　このように、画像データの配置位置を１ページコマンドにより指示するため、画像デー
タのデータ容量を増大させることなく、元原稿と同じサイズ、同じ配置位置で出力するこ
とが可能となる。
【００９７】
　図４に戻り、ステップＳ１９１において、用紙サイズ生成機能が無効と設定されている
と判定された場合には（ステップＳ１９１；Ｎｏ）、ＲＡＭ６５に一時記憶された画像サ
イズが取得され（ステップＳ１９６）、この画像サイズと同等のページサイズが設定され
る（ステップＳ１９７）。
【００９８】
　次いで、ページサイズが画像描画領域と設定されて（ステップＳ１９８）、この設定さ
れたページサイズ及び画像描画領域に基づいて、当該画像描画領域に画像データを配置し
たＰＤＦファイルが生成され（ステップＳ１９５）、図３のステップＳ２０へと移行する
。そして、ステップＳ２０では、ステップＳ１９で生成されたＰＤＦファイルが画像メモ
リ６７に記憶されて、本処理は終了する。
【００９９】
　ここで、図５、図８及び図９を参照して、画像読取処理及びＰＤＦファイル生成処理（
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ステップＳ１９６～ステップＳ１９８）の動作について説明する。
【０１００】
　図８は、ＰＤＦファイル生成処理により生成されたＰＤＦファイルの１ページコマンド
の一例を示す図である。なお、本ＰＤＦファイルに係る各パラメータは、図６で説明した
値と同値であるものとする。
【０１０１】
　同図において、Ｂ１で示した「／ＭｅｄｉａＢｏｘ」コマンドには、画像サイズと同値
のページサイズが、７２ｄｐｉで換算された値で設定されている。また、Ｂ２で示した「
／Ｗｉｄｔｈ」及び「／Ｈｅｉｇｈｔ」コマンドには、それぞれ画像サイズＧｘ＝４８０
０及びＧｙ＝６８４８が設定されている。なお、各値の単位はｄｏｔ（Ｐｉｘｅｌ）とな
っている。
【０１０２】
　さらに、図８において、「ｑ」、「Ｑ」オペレータにより有効化されるＢ３の設定式に
は、下記式７～１２から導出されたｑ１～ｑ６の値が順次設定される。なお、式７～１２
においてＧｘ’、Ｇｙ’は、上述したＧｘ、Ｇｙの各値を７２ｄｐｉで換算した値を示し
ている。
【０１０３】
　ｑ１＝Ｇｘ’　　　（７）
　ｑ２＝０　　　（８）
　ｑ３＝０　　　（９）
　ｑ４＝Ｇｙ’　　　（１０）
　ｑ５＝０　　　（１１）
　ｑ６＝０　　　（１２）
【０１０４】
　ここで、「／ＭｅｄｉａＢｏｘ」コマンド、「／Ｗｉｄｔｈ」及び「／Ｈｅｉｇｈｔ」
コマンド、「ｑ」、「Ｑ」オペレータにて有効化される値は、表記法の違いはあるが、全
て同じサイズを意味している。
【０１０５】
　図９は、図８で説明した１ページコマンドに基づき、ＰＤＦ生成部６８により生成され
たＰＤＦファイルの一例を示す図である。同図に示すように、ページサイズＧｘ、Ｇｙ内
の「ｑ５、ｑ６」＝「０、０」の位置を描画開始位置（図中、ＧＳ）として、配置された
画像描画領域Ｇｘ、Ｇｙ内に、画像データＧが配置されることになる。即ち、画像サイズ
と同等なページサイズでＰＤＦファイルが生成されることになる。なお、図中ページサイ
ズＰｘ、Ｐｙの左上を原点（０，０）としている。
【０１０６】
　以上のように、第１の実施形態の画像形成装置１００によれば、読取不可能領域サイズ
に基づいて、用紙サイズと同等のページサイズ内に画像データを配置した画像ファイルを
生成するため、画像データを元原稿と同じサイズ、同じ配置位置で出力することができる
。また、枠消サイズが指定された場合であっても、この指定された枠消サイズに基づいて
画像ファイルを生成できるため、画像データを元原稿と同じサイズ、同じ配置位置で出力
することができる。
【０１０７】
＜第２の実施形態＞
　次に、画像形成装置１００の第２の実施形態について説明する。なお、説明の簡略化の
ため、上述した第１の実施形態と同一要素については同符号を付し、その詳細な説明は適
宜省略する。
【０１０８】
　まず、図１０を参照して、本実施形態の読取制御系６について説明する。
　操作部６２は、所定の操作により、読み取り時における原稿サイズも拡大又は縮小を指
示する倍率値を指定することが可能となっており、ユーザから操作入力された倍率置をＣ
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ＰＵ６１に出力する。
　ＣＰＵ６１は、上記指定された倍率値をＲＡＭ６５に一時記憶させることで、後述する
画像読取処理における処理条件を設定する。
【０１０９】
　記憶部６６は、原稿サイズの種別毎に、倍率値と、この倍率値に対応するページサイズ
（例えば、Ａ３形式、Ａ４形式、Ｂ４形式等の定型用紙サイズ）と、が対応づけられた変
倍テーブル６６２を予め記憶する。
【０１１０】
　また、ＰＤＦ生成部６８は、ＣＰＵ６１の制御の下、ＲＡＭ６５に一時記憶された原稿
サイズに基づいて、記憶部６６に記憶された変倍テーブル６６２を参照して、当該原稿サ
イズに対応する原稿サイズを特定し、この特定された原稿サイズをＰＤＦファイルのペー
ジサイズに設定する。
【０１１１】
　図１１は、記憶部６６に記憶された変倍テーブル６６２の一例を示した図である。同図
において、倍率「１．００」の原稿サイズ（Ａ４横、Ａ３横）が、元原稿Ｏの原稿サイズ
の種別を示しており、当該原稿サイズの種別毎に、倍率値と当該倍率値に対応する原稿サ
イズとが対応付けて記憶されている。
【０１１２】
　例えば、原稿サイズが「Ａ４横」と原稿検知センサ１２により検知され、さらに、操作
部６２を介し倍率値が「０．４０」と入力された場合には、ＰＤＦ生成部６８により、こ
の倍率値及び原稿サイズに対応する原稿サイズとして「Ａ６横」が特定され、ＰＤＦファ
イルのページサイズとして設定される。
【０１１３】
　以下、本実施形態における画像形成装置１００の動作について説明する。
　まず、図１２を参照して、本実施形態に係る画像形成装置１００の原稿読取処理の手順
を説明する。なお、図１２の各処理は、ＣＰＵ６１による制御の下、ＲＯＭ６４又は記憶
部６６に記憶された所定のプログラムとの協働により実行される処理を示している。また
。本処理の前提として、原稿給紙台１１に読み取り対象となる原稿Ｏが載置されているも
のとする。
【０１１４】
　まず、原稿Ｏの読み取り開始に先立ち、操作部６２を介して倍率値が入力されたか否か
が判定される（ステップＳ３１）。ここで、倍率値が入力されていないと判定された場合
には（ステップＳ３１；Ｎｏ）、倍率値＝１．００がＲＡＭ６５に一時記憶されることで
設定され（ステップＳ３２）、ステップＳ３４へと移行する。また、倍率値が入力された
と判定された場合には（ステップＳ３１；Ｙｅｓ）、この入力された倍率値（例えば、１
．４倍等）がＲＡＭ６５に一時記憶されることで設定され（ステップＳ３３）、ステップ
Ｓ３４へと移行する。
【０１１５】
　ステップＳ３４では、操作部６２を介して枠消サイズが入力されたか否かが判定される
。ここで、枠消サイズが入力されていないと判定された場合には（ステップＳ３４；Ｎｏ
）、枠消サイズ＝０がＲＡＭ６５に一時記憶されることで設定され（ステップＳ３５）、
ステップＳ３７へと移行する。また、枠消サイズが入力されたと判定された場合には（ス
テップＳ３４；Ｙｅｓ）、この入力された枠消サイズがＲＡＭ６５に一時記憶されること
で設定され（ステップＳ３６）、ステップＳ３７へと移行する。
【０１１６】
　次いで、操作部６２を介して入力される読取り開始を指示する操作信号に基づいて原稿
Ｏの画像の読取りが開始され（ステップＳ３７）、原稿検知センサ１２により検知された
原稿Ｏの原稿サイズが取得されると、この原稿サイズがＲＡＭ６５に一時記憶される（ス
テップＳ３８）。さらに、不図示の原稿搬送機構により原稿Ｏが画像読取部２に搬送され
、画像読取部２により画像データが生成されると、この画像データに倍率値が乗算され、
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乗算された画像データが画像メモリ６７に記憶される（ステップＳ３９）。即ち、ステッ
プＳ３９においては、画像データに電子変倍処理、即ち縮小倍率時には間引き処理、拡大
倍率時には補間処理、が施されることとなる。
【０１１７】
　次いで、画像メモリ６７に記憶された画像データの画像サイズが取得されると、この画
像サイズがＲＡＭ６５に一時記憶される（ステップＳ４０）。さらに、記憶部６６に記憶
された読取不可能領域サイズが取得されると、この読取不可能領域サイズの各辺に対して
倍率値が乗算され、乗算された読取不可能領域サイズがＲＡＭ６５に一時記憶され（ステ
ップＳ４１）、ステップＳ４２のＰＤＦファイル生成処理へと移行する。
【０１１８】
　以下、図１３を参照して、ステップＳ４２のＰＤＦファイル生成処理を説明する。なお
、本処理は、ＣＰＵ６１による制御の下、ＰＤＦ生成部６８により実行される処理を示し
ている。
【０１１９】
　まず、ユーザにより操作部６２を介して用紙サイズ生成機能が有効と設定されているか
否かが判定され、有効と設定されていると判定された場合には（ステップＳ４２１；Ｙｅ
ｓ）、ＲＡＭ６５に一時記憶された各パラメータ（倍率値、枠消サイズ、原稿サイズ、画
像サイズ、読取不可能領域サイズ）が取得される（ステップＳ４２２）。そして、この倍
率値及び原稿サイズに基づいて、記憶部６６の変倍テーブル６６２が参照され、当該原稿
サイズの倍率値に対応する原稿サイズが特定されると、この特定された原稿サイズに変更
される（ステップＳ４２３）。
【０１２０】
　次いで、この変更された原稿サイズと同等のページサイズが設定される（ステップＳ４
２４）。ここで、原稿サイズに対応する原稿サイズが取得できないと判定された場合には
、後述するステップＳ４２７に移行することとしてもよい。
【０１２１】
　次いで、読取不可能領域サイズ及び枠消サイズに基づいて、ページサイズ内の所定の位
置に、画像サイズと同等のサイズを有する画像描画領域が設定される（ステップＳ４２５
）。そして、この設定されたページサイズ及び画像描画領域に基づいて、当該画像描画領
域に画像データを配置したＰＤＦファイルが生成され（ステップＳ４２６）、図１０のス
テップＳ４３へと移行する。
【０１２２】
　一方、ステップＳ４２１において、用紙サイズ生成機能が無効と設定されていると判定
された場合には（ステップＳ４２１；Ｎｏ）、ＲＡＭ６５に一時記憶された画像サイズが
取得され（ステップＳ４２７）、この画像サイズと同等のページサイズが設定される（ス
テップＳ４２８）。
【０１２３】
　次いで、ページサイズが画像描画領域と設定されて（ステップＳ４２９）、この設定さ
れたページサイズ及び画像描画領域に基づいて、当該画像描画領域に画像データを配置し
たＰＤＦファイルが生成され（ステップＳ４２６）、図１２のステップＳ４３へと移行す
る。
【０１２４】
　ステップＳ４３では、ステップＳ４３で生成されたＰＤＦファイルが画像メモリ６７に
記憶されて、本処理は終了する。なお、画像形成部３は、ＣＰＵ６１の制御の下、この画
像メモリ６７に記憶されたＰＤＦファイルの画像を記録用紙Ｐに記録する際に、上述した
ページサイズに対応する用紙サイズの記録用紙Ｐに対し、描画指示情報に基づいた位置で
印刷を行う。
【０１２５】
　以上のように、第２の実施形態の画像形成装置１００によれば、倍率値に応じた画像フ
ァイルを生成することが可能であるため、画像データを元原稿と相対的に同じ配置位置で
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出力することができる。
【０１２６】
　上記実施形態における画像形成装置の細部構成及び詳細動作に関しては、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【０１２７】
　例えば、読取不可能領域サイズを予め記憶部６６に記憶し、ＣＰＵ６１により原稿読取
時に取得されることとしたが、これに限らず、ＣＰＵ６１により取得された原稿サイズと
画像サイズとの差分値から読取不可能領域サイズを取得することとしてもよい。
【０１２８】
　また、上記実施形態では、ページサイズ内において画像データを、読取不可能領域サイ
ズ又は枠消サイズに基づいて配置することとしたが、これに限らず、ページサイズ内の予
め定められた位置に画像データを配置することとしてもよいし、ページサイズ内の中央位
置と画像データの中央位置とが一致するよう配置（センタリング）することとしてもよい
。
　また、上記実施形態では、原稿検知センサによって原稿サイズを検知する形態としたが
、原稿サイズの取得形態はこれに限られるものではなく、操作部からユーザにより入力さ
れた定型サイズを原稿サイズとして扱ってもよい。
　また、上述の第２の実施形態では、原稿読取り時に拡大／縮小を行うに関し、電子変倍
を導入した例を説明したが、これに代えて光学変倍を導入してもよい。また、電子変倍と
光学変倍の双方を導入してもよい。
【０１２９】
　さらに、上記実施形態では、画像ファイルを、ＰＤＦ形式に係るフォーマット仕様で生
成することとしたが、これに限らず、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）形式やＴ
ｅｘ形式等他の形式に係るフォーマット仕様で生成されることとしてもよい。
【０１３０】
　本発明による画像形成装置及び画像形成方法は、上記各手順を実行するための専用のハ
ードウエア回路によっても、また、上記各手順を記述したプログラムをＣＰＵが実行する
ことによっても実現することができる。後者により本発明を実現する場合、画像形成装置
を動作させる上記プログラムは、フロッピー（登録商標）ディスクやＣＤ－ＲＯＭ等のコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体によって提供されてもよいし、インターネット等のネ
ットワークを介してオンラインで提供されてもよい。この場合、コンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記録されたプログラムは、通常、ＲＯＭやハードディスク等に転送され記
憶される。また、このプログラムは、例えば、単独のアプリケーションソフトとして提供
されてもよいし、画像形成装置の一機能としてその装置のソフトウエアに組み込んでもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】画像形成装置の構成を模式的に示す図である。
【図２】第１の実施形態における、読取制御系の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態における、原稿読取処理の手順を示すフローチャートである。
【図４】第１の実施形態における、ＰＤＦファイル生成処理の手順を示すフローチャート
である。
【図５】原稿における、読取不可能領域及び枠消領域の一例を示した図である
【図６】ＰＤＦファイルの１ページコマンドの一例を示す図である。
【図７】ＰＤＦ生成部により生成されたＰＤＦファイルの一例を示す図である。
【図８】ＰＤＦファイルの１ページコマンドの一例を示す図である。
【図９】ＰＤＦ生成部により生成されたＰＤＦファイルの一例を示す図である。
【図１０】第２の実施形態における、読取制御系の構成を示すブロック図である。
【図１１】記憶部に記憶された変倍テーブルの一例を示す図である。
【図１２】第２の実施形態における、原稿読取処理の手順を示すフローチャートである。
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【図１３】第２の実施形態における、ＰＤＦファイル生成処理の手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０１３２】
１００　画像形成装置
１　原稿搬送部
１１　原稿給紙台
１２　原稿検知センサ
２　画像読取部
２１　コンタクトガラス
２２　ＣＣＤ
２３　光源
３　画像形成部
３１　感光ドラム
３２　レジストローラ
３３　帯電部
３４　ＬＤユニット
３５　現像部
３６　転写部
３７　定着部
３８　クリーニング部
４　用紙供給部
４１　給紙トレイ
４２　手差しトレイ
４３　排紙トレイ
５　搬送部
５０ａ　搬送経路
５０ｂ　搬送経路
５０ｃ　搬送経路
５０ｄ　搬送経路
６　読取制御系
６１　ＣＰＵ
６２　操作部
６３　表示部
６４　ＲＯＭ
６５　ＲＡＭ
６６　記憶部
６７　画像メモリ
６８　ＰＤＦ生成部
６９　バス
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